
　　鰺ヶ沢地区消防事務組合における競争入札に参加する資格を希望する方は、次により申請

　書を提出してください。随意契約による場合もこの申請書を提出していなければ、原則契約

　の相手方となることはできません。

　　なお、「建設工事」及び「測量・建設コンサルタント」の入札参加資格申請については、

　組合構成町である鰺ヶ沢町、深浦町に登録されていることで、入札参加資格者となりますの

　で関係町へ申請してください。

　　○ 物品・役務の提供

【提出書類】

申請区分：

法人 個人

〇 〇

〇 〇

△ △

〇

〇

〇 〇

〇 〇

△ △

〇 〇

〇 〇

〇 〇

△ △

　➀ 総務省標準様式（物品役務の提供）※標準様式1、4-1、4-2

　② 追加項目一覧表　※業務経歴書、納入実績書、使用印鑑届、委任状

11  使用印鑑届  (※様式下記参照)

12  委任状

 支店等に見積、入札、契約

 締結等の権限を委任する

 場合(※様式下記参照)

9  納入実績又は業務経歴書等
 直近2事業年度分

 (※様式下記参照)

10  印鑑登録証明書  写し可

7  納税証明書
 留意事項を参照すること。

 写し可。

8  許可・登録証の写し  業務上必要とされるもの。

5  営業証明書及び身分証明書  写し可

6  財務諸表等  直近1事業年度分

3  営業所一覧表  総務省標準様式4-2

4  登記事項証明書  写し可

1
 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

（物品・役務の提供）

 総務省標準様式1

 (共通様式)

2  競争参加資格希望営業品目表・経営状況調査表  総務省標準様式4-1

 物品・役務の提供

※提出区分の「〇」印は必須、「△」印は該当する場合に提出、空欄は不要書類。

書類 番号 提 出 書 類 名 称 備　　　　考
提出区分

鰺ヶ沢地区消防事務組合

一般（指名）競争入札参加資格審査申請について

申　請　区　分 内　　　　　容

　物品・役務の提供
 物品提供、製造請負、サービス、清掃、警備、

 各種設備の保守点検及び管理等
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　・申請書に添付する書類に関しては、追加項目等一覧を参照してください。

　・申請書、添付書類を書類番号順に並べ、クリアファイル（A4サイズ）に入れて

　　提出してください。

　・各証明資料は、申請日前３ヶ月以内に発行されたもの（有効期間が記載されて

　　いるものは除く）としてください。

　・納税証明書は、次のものを添付してください。

 法人の国税の納税証明書（その3の3）

 法人の県税の納税証明書（法人事業税、法人県民税)

 事業主の国税の納税証明書（その3の2）

 事業主の県税（個人事業税）

 事業主の市町村税の滞納がない証明書

 法人の国税の納税証明書（その3の3）

 事業主の国税の納税証明書（その3の2）

【宛　　　名】

　鰺ヶ沢地区消防事務組合　管理者

【受 付 期 間】

　・毎年２月１日～２月末日（土・日、祝日を除く。）

　・受付時間は、８時３０分から１６時３０分まで

【申 請 様 式】

　・総務省標準様式（物品製造・役務の提供等に係る入札参加資格審査申請）

　※鰺ヶ沢地区消防事務組合ホームページから様式をダウンロードし使用してください。

【提出サイズ】

　・Ａ４サイズでファイル（色の指定なし）綴じとすること。

　・背表紙に必ず、物品・役務の提供と会社名を記入すること。

【提 出 部 数】

　・１部

　・物品・役務の提供、の区分で申請書を提出してください。

　・提出後、変更等が生じた場合は速やかに変更届を提出してください。

　　※様式の指定はありません。

区　　　　分 納税証明のための提出書類

青森県内

業者

法人

個人

青森県外

業者

法人

個人
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【提　出　先】

　　〒０３８－２７６１

　　青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸385番地2

　　鰺ヶ沢地区消防事務組合　消防本部総務課

電話　０１７３－７２－４５２７

【提 出 方 法】

　・持参又は郵送

　・郵送による提出で受領書が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒等を同封すること。

　　※書留は不可。

【有 効 期 限】

　〇管外業者

　・偶数年（西暦）の受付期間中（２月中）に提出した業者は

　　受付年６月１日～翌々年５月３１日まで　２年間（２年度有効）

　　※町外業者に関しては、定期審査年が西暦による偶数年の年となっております。

　・奇数年（西暦）に提出した業者は　受付日～翌年５月３１日まで

　　

　〇管内業者（鰺ヶ沢町・深浦町）

　・管内業者は、毎年６月１日～翌年５月３１日まで　１年間

　　小規模契約希望者登録申請の場合（管内業者対象）

　　・偶数年（西暦）の受付期間中（２月中）に提出した業者は

　　　受付年６月１日～翌々年５月３１日まで　２年間（２年度有効）

　　・奇数年（西暦）に提出した業者は

　　　受付日～翌年５月３１日まで
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